
介護老人保健施設 葵の園・緑区 

短期入所療養介護 重要事項説明書 

 

１ 施設の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

短期入所療養介護施設サービスおよび付随するサービス 

 

（２）施設の名称および所在地等 

施設名称 介護老人保健施設 葵の園・緑区 

所在地 千葉県千葉市緑区高田町２３８１番地２ 

法人名 医療法人社団葵会 

代表者名 理事長  新谷 幸義 

電話番号 ０４３（２９３）６６１１ 

サービスの種類 短期入所療養介護サービス 

介護保険事業者番号 １２５０１８０２１６ 

 

（３）施設の職員体制 

職  種 常勤 非常勤 夜間配置 業務内容 

医師 （1.０）   医学的管理 

看護職員 7.０以上 
（１.０）

以上 
１ 医学的管理に基づく看護 

介護職員 
１８.０ 

以上 

（１.０）

以上 
３ 介護に関する全般 

理学・作業療法士 
3.０ 

以上 
  機能回復訓練(リハビリテーション) 

支援相談員 
１.０ 

以上 
  利用者及び代理人との相談・指導等 

薬剤師 業務委託   調剤及び薬学的管理 

管理栄養士 
１.０ 

以上 
  栄養管理及び食品の安全衛生 

介護支援専門員 
１.０ 

以上 
  施設サービス計画の作成 

事務職員 必要数   施設内の庶務・総務 

その他 必要数   施設内の環境整備等 

 

（４）施設の設備の概要 

入所定員 ７８名 

居室の種類 
２人室  ９室 診察室 １室 

４人室 １５室 機能訓練室 １室 



浴室の種類 
一般浴室 １室 

食堂兼談話室 １室 
機械浴室 １室 

 

２ 利用料金 

施設サービス費及び加算毎に設定された施設指定サービス等介護給付費単位数に千葉市（３級地）の 

地域倍率（１０.６８）を乗じて算出いたします。 

（１）基本料金 

 （１）―１ 施設サービス費 

 多床室（１割）  多床室（２割）  多床室（３割） 

要介護１ ８８７円 要介護１ １,７７３円 要介護１ ２,６６０円 

要介護２ ９４０円 要介護２ １,８８０円 要介護２ ２,８２０円 

要介護３ １,００９円 要介護３ ２,０１７円 要介護３ ３,０２５円 

要介護４ １,０６５円 要介護４ ２,１３０円 要介護４ ３,１９５円 

要介護５ １,１２４円 要介護５ ２,２４７円 要介護５ ３,３７１円 

 

（１）―２ 加算料金（１割） 

各 加 算 １割負担 

個別リハビリテーション実施加算 ２５７円/日 

療養食加算 ９円/回 

夜勤職員配置加算 ２６円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２４円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ２０円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７円/日 

送迎加算※1 １９７円/片道 

総合医学管理加算 ２９４円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ４円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ５円/日 

緊急時施設療養費 ５５４円/日 

若年性認知症利用者受入加算 １２９円/日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２１４円/日 

重度療養管理加算 １２９円/日 

緊急短期入所受入加算  ９７円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５５円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５５円/日 

口腔連携強化加算 ５４円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０７円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円/月 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数（基本サービス及び各種加算）の7.5％ 



（１）―３ 加算料金（２割） 

各 加 算 ２割負担 

個別リハビリテーション実施加算 ５１３円/日 

療養食加算 １７円/回 

夜勤職員配置加算 ５２円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ４７円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ３９円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １３円/日 

送迎加算※1 ３９３円/片道 

総合医学管理加算 ５８８円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ７円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ９円/日 

緊急時施設療養費 １,１０７円/日 

若年性認知症利用者受入加算 ２５７円/日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ４２８円/日 

重度療養管理加算 ２５７円/日 

緊急短期入所受入加算  １９３円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） １０９円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １０９円/日 

口腔連携強化加算 １０７円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ２１４円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ２２円/月 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数（基本サービス及び各種加算）の7.5％ 

 

（１）―４ 加算料金（３割） 

各 加 算 ３割負担 

個別リハビリテーション実施加算 ７６９円/日 

療養食加算 ２６円/回 

夜勤職員配置加算 ７７円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７１円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ５８円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ２０円/日 

送迎加算（※１） ５９０円/片道 

総合医学管理加算 ８８２円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） １０円/日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） １３円/日 

緊急時施設療養費 １,６６０円/日 



若年性認知症利用者受入加算 ３８５円/日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ６４１円/日 

重度療養管理加算 ３８５円/日 

緊急短期入所受入加算  ２８９円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） １６４円/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １６４円/日 

口腔連携強化加算 １６１円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ３２１円/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ３２円/月 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数（基本サービス及び各種加算）の7.5％ 

（※１）当施設から１０ｋｍ以内を送迎地域とします。 

（１０ｋｍ以上：別途１,１００円/片道 ２０ｋｍ以上：別途２,２００円/片道） 

 

 （２）食費 

・負担限度額認定証の利用者負担段階に準じて算定いたします。 

・入所または退所時間の関係で３食の内、一部のみご利用された場合の料金は以下のとおりとします。 

 

 （３）居住費（多床室／２床室または４床室） 

・負担限度額認定証の利用者負担段階に準じて算定いたします。 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階（１） 第３段階（２） 第４段階 

要介護１～５ ０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ５６０円/日 

 

３ その他料金 

項目 金額 内容 

日用品費 １００円/日 別紙「同意書」に記載した物品。個別に選択購入可。 

文書作成料 (税込) ３,３００円/回 医療機関宛の情報提供文書作成に係る料金 

理美容代 １,１００～７,４８０円/回 別紙「ビューティヘルパー利用申込書」記載の料金表による 

健康管理料 ２,０００～８,０００円/回 
インフルエンザ他、感染症防止のための各種予防接種等 

※各市区町村と予防接種委託契約による 

洗濯代 (税込) ４,２９０円/枚 専門業者に委託。ご希望の方は別途申込書をご提出ください 

特別室料 (税込) １,６５０円/日 当施設２階に９室設定している２人室利用に係る料金 

電気代 (税込)  １１０円／日 居室内で電気を要する機器の使用を希望する方に係る料金 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階（１） 第３段階（２） 第４段階 

要介護１～５ ３００円/日 ６００円/日 １,０００円/日 １,３００円/日 １,９５０円／日 

 第１段階 第２段階 第３段階（１） 第３段階（２） 第４段階 

朝食 

３００円/日 ６００円/日 

６００円 ６００円 ６００円 

昼食 ７００円 ７００円 ７００円 

夕食 ６５０円 ６５０円 ６５０円 



イヤフォン代 ４４０円／個 テレビまたはラジオ視聴の際に使用 

外出時 

オムツ代 

フラットタイプ １１０円 

パンツタイプ  １５４円 

尿取りパット   ４４円（１枚当たり） 

 

４ 支払い方法 

  契約書第６条をご参照ください。 

 

５ 入退所の手続 

（１）入所手続 

詳しくは「介護老人保健施設 葵の園・緑区 ご利用の流れ」をご参照ください。 

入所利用と同時に契約書を取り交わし、サービスの提供を開始いたします。 

介護支援専門員に居宅サービス計画の作成を依頼している場合には、事前にご相談ください。 

（２）退所手続 

①利用者都合の場合 

退所希望日の前日午後５時までにお申し出ください。 

②自動終了 

以下の場合には、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が、他の介護保険施設に入所した場合 

・利用者が、他の医療機関に入院した場合 

・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

・利用者が、死亡または被保険者資格を喪失した場合 

③その他 

・利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべきサービス利用料金の支払いを１カ月以上延滞し 

事業者が、利用者に対し、当該料金を払うよう催告した日から起算して１５日以内に支払われ 

ない場合 

・利用者またはその家族が、事業者及び従業者または他の利用者に対し、本契約を継続しがたい 

 ほどの重大な背信行為または反社会的行為を行った場合 

・事業者が、やむを得ない事由により、その事業所を閉鎖または縮小する場合 

 

６ 施設サービスの特徴 

（１）運営の方針 

・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。 

・利用者が、可能な限り居宅における生活への復帰が出来ることを念頭におき、その有する能力 

に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう看護及び医学的管理下における介護並びに 

必要な医療、機能訓練及び日常生活上のサービスを提供します。 

・地域や家庭との結びつきを重視し、関係市区町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス 

事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り 

総合的なサービスの提供に努めます。 

（２）虐待防止の為の措置 

当施設では、利用者の人権擁護並びに虐待防止等の観点から次の措置を講じております。 

・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 



・利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

・利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待防止に必要な措置を講じると 

ともに虐待を受けている恐れがある場合には、ただちに防止策を講じるとともに事業者を管轄 

する市区町村の関係部署への報告の実施 

・その他虐待防止の為に必要な措置 

  

（３）サービスの提供体制 

項目 有・無 備考 

男性介護職員の配置 ○  

異性職員による身体介助 ○ 介護全般(入浴及び排泄介助含む) 

従業者への研修実施 ○ 年１回以上実施 

サービスマニュアルの作成 ○  

身体的拘束 × 自傷他害の疑い等、緊急やむを得ない場合は「○」 

 

（４）施設利用にあたっての留意事項 

項目 備考 

面会 １０時から１７時までといたします。受付で面会簿に必要事項をご記入ください 

外出・外泊 事前に入居しているユニットのサービスステーションにお申し出ください 

飲酒・喫煙 原則として、お断りいたします 

設備・備品利用 所定の場所にて各設備または備品の用途・用法を厳守してご利用ください 

私物の持込 持込する物品の種類や分量により持込の制限やお断りをすることがあります 

貴重品の持込 原則として、お断りいたします 

ペットの持込 お断りいたします 

飲食物の持込 事前に医師または看護師にご相談ください 

施設外での受診 (外泊時受診等)事前に医師または看護師にご相談ください 

宗教活動 お断りいたします。 

 

７ 緊急時の対応方法 

緊急時（利用者の心身状態の急変発生等）には、利用者及び代理人が指定した方に対し、速やかに連絡 

するとともに、医師により必要な処置を講じます。また、医師の医学的な判断により、専門的な医学的 

対応が必要と判断した場合には、協力医療機関または他の専門機関等での診療を依頼いたします。 

 

８ 非常災害対策 

防災対策及び設備等については、消防計画書及び防災計画書により定めています。 

防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難） 年２回以上（内１回は夜間の災害発生を想定） 

総合避難訓練（利用者参加型） 年１回以上 

非常災害用設備の使用方法の徹底 随時 

業務継続計画書（ＢＣＰ）に基づく訓練と研修 年２回以上 

 



９ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止 

（１）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止を目的として、感染対策委員会を設置。同委員会を定期 

開催して対策を講じるとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。 

（２）集団感染防止を目的として、インフルエンザ予防接種を実施いたします。 

（費用は実費請求いたします。） 

（３）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修と訓練を年２回以上実施いたします。 

 

１０ 虐待の防止 

（１）虐待の防止を目的として事故防止委員会と同時に定期開催して対策を講じるとともに、その結果に 

ついて従業員に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための研修または訓練を年２回以上実施いたします。 

 

１１ 身体拘束の廃止 

  入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動を制限する行為はいたしませ 

ん。身体拘束の適正化を図るため以下の措置を講じます。 

（１） 対策を講じる委員会の開催及び従業者への周知を３月に１回以上実施します。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３） 身体的拘束等の適正化のための従業者への研修を入職時及び年２回以上実施します。 

別紙「身体拘束廃止に向けた取り組みについて」をご参照ください 

 

１２ サービス内容に関する相談及び苦情受付窓口 

（１）当施設   

所在地 当施設内 

担当者の職及び氏名 
入所支援相談員／飯田 実紅 

介護支援専門員／紀 房枝 

電話番号 ０４３（２９３）６６１１ 

受付日及び時間 平日／０９：００～１７：００ 

 

（２）千葉県国民健康保険団体連合会 

所在地 千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

担当課 介護保険課 苦情相談窓口 

電話番号 ０４３（２５４）７４２８／苦情相談専用番号 

受付日及び時間 月～金曜日／０９：００～１７：００・１３：００～１７：００ 

 

（３）千葉市役所 

所在地 
千葉県千葉市中央区千葉港２番１号 

千葉中央コミュニティーセンター１階 

担当課 保健福祉局 高齢障害部 介護保険事業課 

電話番号 ０４３（２４５）５２５６ 

受付日及び時間 月～金曜日／０８：３０～１７：００ 

 



１３ 協力医療機関等 

（１）協力医療機関① 

名称 JCＨO 千葉病院 

所在地 千葉県千葉市中央区仁戸名町６８２番地 

電話番号 ０４３（２６１）２２１１ 

 

（２）協力医療機関② 

名称 医療法人社団阿うんの会 坂の上外科 

所在地 千葉県千葉市緑区土気町３１１番地 

電話番号 ０４３（２９４）５５５１ 

 

 

（３）協力医療機関③ 

名称 大網白里市立国保大網病院 

所在地 千葉県大網白里市富田８８４番地１ 

電話番号 ０４３（２６１）２２１１ 

 

（４）協力医療機関④ 

名称 医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院  

所在地 千葉県千葉市緑区おゆみ野南６-４９-９ 

電話番号 ０４３（３００）３３５５ 

 

（５）協力医療機関➄ 

名称 医療法人社団福生会 斎藤労災病院  

所在地 千葉県千葉市中央区道場南１－１２－７ 

電話番号 ０４３（２２７）７４３７ 

 

（６）協力歯科医院 

名称 医療法人社団祥仁会 茂原デンタルクリニック 

所在地 千葉県茂原市法目１２８０番地１ 

電話番号 ０４７５（３６）３６０１ 

 

１４ 当法人の概要 

法人種別及び名称 医療法人社団 葵会 

法人代表者の職及び氏名 理事長 新谷 幸義 

法人所在地 千葉県柏市小青田１丁目３番地１２ 

電話番号 ０４（７１３６）８００８ 

 

 



 

重要事項説明を受けて、これを承諾したことを証するため、本書２通を作成し、利用者、代理人及び事業者 

が署名押印の上、各々１通ずつを保有するものとします。ただし、契約締結に際し、認知症等の理由により 

利用者本人による同意及び署名押印が困難な場合には、代理人により、承諾及び代筆するものとします。 

 

 

[重要事項説明・交付日］ 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

［契約者氏名］ 

＜事業者＞ 

事業者名  医療法人社団葵会 介護老人保健施設 葵の園・緑区 

 所在地   千葉県千葉市緑区高田町２３８１番地の１ 

 代表者名  施設長 小島 浩       印 

事業所番号 １２５０１８０２１６ 

 

 

＜説明者＞ 

 

 

氏名                                      印   

 

 

<利用者> 

 

 

 氏名                                      印   

 

 

 <連帯保証人 (家族・代理人・後見人)> 

 

 

 氏名                                      印   

 

 

                        利用者との続柄 （           ） 

 


